
令和３年度
由布市水道事業運営協議会の答申

「水道料金のあり方について」

由布市水道課

資料②





目次

由布市水道事業運営協議会について ・・・・・ 4

1. 水道料金について ・・・・・・・・・・・・ ５

2. 総括原価方式について ・・・・・・・・・・ ７

3. 料金の算定期間について ・・・・・・・・・ ９

4. 二部料金制、基本水量の廃止について ・・・ １１

5. 料金体系について ・・・・・・・・・・・・ １４

6. 逓増従量料金制について ・・・・・・・・・ １６

付帯意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８

3



水道運営協議会

〇水道事業管理者である市長の諮問に応じて調査審議する機関

（１）水道事業の総合的な対策及び施設給水に関すること。

（２）水道事業の管理運営に関すること。

（３）その他水道事業に関する重要事項
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区分 日 時 ・ 場 所 協 議 内 容

第１回
令和３年 ５月１３日
由布市役所本庁舎 ３階大会議室

諮問「水道料金のあり方について」
前回の答申内容及び経過について

第２回
令和３年 ６月２５日
由布市役所本庁舎 ３階大会議室

諮問②.③.⑤の項目について
２．総括原価方式について
３．料金の算定期間について
５．料金体系について
水道事業の経営状況について

第３回
令和３年 ７月２７日
由布市役所本庁舎 ３階大会議室

諮問①の項目について
１．水道料金について

第４回
令和３年 ８月２６日
由布市役所本庁舎 ３階大会議室

諮問④.⑥項目について
４．二部料金制、基本水量の廃止について
６．逓増従量料金制について

第５回
令和３年 ９月２７日
由布市役所本庁舎 ３階大会議室

諮問「水道料金のあり方について」のまとめ

第６回
令和３年１０月２５日
由布市役所本庁舎 ３階大会議室

水道事業運営協議会答申書（案）について

由布市水道事業運営協議会・協議経過
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１．水道料金について

「経営状況を鑑み、料金改定を進めるべきである」

「料金の統一を図り、由布市上水道と湯布院町

上水道を統合すべきである。」
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詳しい内容

・「給水原価」（水を造る費用）に対し「供給単価」（水を売って得た
収益）が低い為、水道水の供給に必要な経費を賄えていない。

・今後、老朽施設の更新等の建設改良工事が必要

・令和２年に簡易水道の経営統合を行った事による経費負担の増

・維持管理費のみならず更新費用等も水道料金で賄う必要がある。

・同じ市内において水道料金が大きく異なることは、負担の公平性や法
の遵法性を鑑み、水道料金の統一を図るべきと考える。
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２．総括原価方式について

「料金算定方法は総括原価方式とする。」
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総括原価方式とは

由布市では、平成１７年１０月の市町村合併以来、料金体系の見直しが行
われていない。

営業費用
人件費、営業費、

修繕費、
減価償却費等

＋ 資本費用
支払利息、

資産維持費用等

総括原価
＝

水道料金の
総収入額

＝

公営企業のあるべき姿（独立採算制の維持）
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３．料金算定期間について

「水道料金の算定期間は５年とする。」
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水道料金の検証をする算定期間について

• 水道事業経営の安定性

• 期間的な負担の公平性

• 原価の把握の妥当性

• 経営改善

• 人口減少、使用量の減少

• 災害等の不測の事態

その他の要因等

水道料金に与える影響

５年 水道料金の検証

今後は、５年を基準として料金の検証を行うことが妥当。
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４．二部料金制、基本水量の
廃止について

「二部料金制を採用し、基本水量は廃止する。」
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二部料金制について

二部料金制 一部料金制

従量料金

使用した量に応じて
増えていく料金

基本料金

水道の使用に関係な
くお支払いいただく

料金

従量料金

使用した量に応じて
増えていく料金
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基本水量の廃止につ
いて

１０㎥の
従量料金

１０㎥を含んだ
基本料金

２０㎥の
従量料金

基本水量を含まない
基本料金

現状の料金体系 料金改定時

０㎥

10㎥分の

従量料金
２0㎥分の

従量料金

20㎥使用した場合



５．料金体系について

「口径別料金体系とする。」
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用途別料金
• 用途別料金は、一般家庭の料金の低
廉化を目的として採用されている。

• 現在は、多様な使用形態があり一般
家庭と事業所の区別が分かりにくい。

• 用途が変わっても把握が難しい。

• 量水器の口径により料金を決定します。

• 使用可能な水量能力に伴う料金負担のお願

い。

• 料金体系の明確化。

用途

一般家庭用

官公署・学校・事業所用
営業・浴場営業用

共用

量水器口径（メーター）

１３ｍｍ

２０ｍｍ

２５ｍｍ

３０ｍｍ

４０ｍｍ

５０ｍｍ

７５ｍｍ

１００ｍｍ

１５０ｍｍ
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口径別を採用



６．逓増従量料金制について

「水道料金改定は、『逓増従量料金制』とし、

『水量区画』については理解が得られるよう検
討すること。」
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ていぞう じゅうりょう



逓増従量料金
使用水量で段階的に１㎥当たりの料金単価を引き上げる料金体系。

逓増従量料金のイメージ（４区画の場合）

1㎥～
　　00㎥

01㎥～
　□□㎥

□1㎥～
　△△△㎥

△△1㎥～

000円 000円 000円 000円

逓増従量料金（４区画）

水量

基本料金
0ｍ３

使用した水量に応じて段階別に単価が上がります

￥￥￥円

１区画 2区画 3区画 4区画
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ていぞう じゅうりょう

基本料金

水
道
料
金

従量料金

逓増分

/


付帯意見
 水道事業の健全化を図るには、現状の原価割れの状況を解消し、供給
単価が給水原価を上回り、一定の留保資金を確保する必要がある。今後、
老朽施設の更新事業や耐震化事業の必要性及び現在の経営状況から判断
すると水道料金改定は止むを得ないと判断し、水道料金改定率は平均
40％程度の引き上げが必要と考える。
しかし、料金の値上げは市民生活に大きな影響を与えるため、今後の

決算見込みや社会経済状況等を十分に見極め、改定率については慎重且
つ柔軟に判断すること。

次項へつづく
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前項の続き

 今回の水道料金改定時期については、新型コロナウイルス感染症等に
おける社会情勢を見極め判断すること。

 水道料金改定において、急激な改定は行わず、段階的に料金が上がる
「激変緩和措置」等を検討していくよう要望する。

 料金体系を改定することになった経緯について、積極的な情報公開に
努めること。さらに、使用者に理解されるよう積極的に広報し、水道事
業者としての説明責任を十分果たすよう要望する。

 水道経営の健全化に向けて常に経営の効率化を図ること。また、施設
の耐震化計画や老朽管路・設備の更新計画についても社会情勢等を踏ま
えた多面的な視点から定期的に見直し、最適な事業運営を心がけること。
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